
（仮称）座間市環境美化条例（案）の制定について 

 

①条例制定の背景と、これまでの経緯 

 昨今、環境美化に対する市民意識は高揚しており、座間市でも、市内で散見される「路上

喫煙」、「ポイ捨て」、「飼い犬等のふんの放置」、「落書き」について、どのように規制、対処

すべきか、研究・検討を続けてきました。 

 その結果、地域環境の美化の促進と市民の快適な生活環境を確保することを目的とした条

例の制定が必要との認識に至りました。 

 条例の制定には、庁内部局間の調整が必要となるため、本年２月２２日に開催された政策

会議で、各部局室長に条例案についての説明を行いました。 

 その後、２月２５日に、座間市長名で学識経験者や市民活動団体の長、公募市民で構成さ

れている座間市環境審議会に対し、（仮称）座間市環境美化条例について諮問しました。また、

座間市環境審議会規則の第８条に、審議会内に部会を置くことができると規定されているこ

とから、少人数で論点を整理して議論することが可能な部会を設置し、条例の素案を作成し

た上で、最終的に審議会の場で答申書をまとめ上げることになりました。 

 部会は３月から４月の間に３回開催され、活発な意見が交わされました。また、「座間市環

境保全推進アドバイザー事業」を３回活用し、学識経験者からの御意見・御助言もいただき

ました。 

 その後、５月２２日の審議会で、部会がまとめ上げた条例素案を審議し、６月１５日の審

議会で、条例案についての検討課題と、条例の施行に伴う留意点が盛り込まれた、最終的な

答申書が座間市長宛に提出されました。答申書には、部会と審議会でまとめ上げた、最終的

な条例案が添付されました。 

 条例案では、「公共の場所における喫煙の制限」、「空き缶等の投棄等の禁止」、「飼い犬等の

ふんの放置等の禁止」、「落書きの禁止」という、４つの項目を、制限又は禁止事項として規

定しています。また、禁止行為に実効性を持たせるため、罰則を設けています。 

 この条例案に対し、市民の皆様からの御意見を伺うため、パブリックコメントを実施しま

す。 

 

②条例制定のスケジュール 

現在、検討を進めている（仮称）座間市環境美化条例（案）の制定スケジュールは次のと

おりです。 

平成２９年２月２０日 （仮称）座間市環境美化条例制定に係る政策会議 

平成２９年２月２２日 座間市環境保全推進アドバイザー事業 

平成２９年２月２５日 平成２８年度第３回座間市環境審議会【諮問】 



平成２９年３月２４日 平成２８年度第１回条例検討部会 

平成２９年３月２９日 座間市環境保全推進アドバイザー事業 

平成２９年４月１２日 平成２９年度第１回条例検討部会 

平成２９年４月２６日 平成２９年度第２回条例検討部会 

平成２９年５月１７日 座間市環境保全アドバイザー事業 

平成２９年５月２２日 平成２９年度第１回座間市環境審議会 

平成２９年６月１２日 座間市環境保全推進アドバイザー事業 

平成２９年６月１５日 平成２９年度第２回座間市環境審議会【答申】 

平成２９年７月～ 横浜地方検察庁協議開始 

平成２９年１１月１５日

～１２月３１日 

条例案に対するパブリックコメント実施 

平成３０年３月 市議会３月定例会へ条例案の上程、議決後に条例公布 

平成３０年４月～ 

平成３１年３月 

条例周知期間 

平成３１年４月１日 条例施行 

 

③用語解説 

諮問
し も ん

 

一般に意見を聞くことをいいますが、法令用語としての諮問は、通常、

一定の機関に対し、法令上定められた事項についての意見を聞くこと

をいいます。意見を聞かれた機関は、調査を行い、審議を経て、意見

を答申します。諮問した側は、法的にはその答申の内容に拘束される

ことはありませんが、できるだけ尊重すべきものとされています。 

答申
とうしん

 
諮問を受けた機関が、諮問された事案について、議論した内容を取り

まとめて回答することを言います。 

座間市環境保全推進

アドバイザー事業 

市民が組織する団体（以下「市民団体」という。）等及び市が行う環

境保全活動に対して、環境保全推進アドバイザーによる支援を行うこ

とにより、市の環境保全の円滑な推進に資することを目的とした事業

です。 

 

④条例案 

・別紙参照 


